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　障害者福祉センターつばさでは、今年もみど

り市より依頼を受け、緑のカーテン事業のアサ

ガオ苗の栽培作業を行いました。

　利用者は、アサガオの種まき作業に励み、納

品までの間頑張って水やりを行い、苗まで育て

ました。

12月は歳末たすけあい運動月間です７月は犯罪や非行防止と更生への理解を深める“社会を明るくする運動”の強化月間です。は歳末たすけあい運動月間ですは歳末たすけあい運動月間です

※社協だよりでは「社会福祉協議会」を「社協」と表記しています。

育てました
アサガオの苗を
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令和２年度 事業計画
■ 基本方針

■ 重点事項

　個人や世帯が抱える問題が複雑化・多様化しています。また、大規模災害の発生によりボラ
ンティアの重要性が改めて認識されているところです。そうした社会情勢を背景に、複合的な
課題に対して柔軟に対応していくため、さまざまな機関が連携して包括的に支援することが求
められています。本会では、関係機関・団体や市民の皆様と連携を強化し、地域の支え合い体
制の充実を図っていくとともに、より質の良い市民サービスの提供に努めます。

■ 法人運営
・理事専門部会を通じて、組織の課題等について調査研究を行っていく
・既存の規程、要綱等の見直しを図るとともに、適正管理及び整備に努める
・個人情報等の重要な情報の流失等を防ぎ、適正に管理するためセキュリティ強化を図る
・市民福祉サービスの充実を図るため、働き方改革に基づく仕事の効率化と職員の健康管理に努める

■ 地域福祉事業
・地域住民・市と連携して第３期地域福祉活動計画に沿った各種福祉活動を展開する
・自主運営に向けて日常生活自立支援事業の周知・啓発活動を進め、生活支援員の増員を図る
・群馬県ふくし総合相談支援事業に参画し、他の社会福祉法人との連携を強化する

■ ボランティア育成支援事業
・ボランティア情報の提供及びマッチング、コーディネート機能等の充実を図る
・災害ボランティアセンターの運営体制や資機材等の備えを強化する

■ 在宅福祉事業
・安心支援事業の課題を洗い出し、支え合い及び助け合い活動を推進する
・在宅高齢者へ必要な福祉サービスへの橋渡しを推進する

■ 高齢者福祉事業
・協議体の活性化を図り、高齢者の生活支援体制の整備を推進する
・地域包括支援センターが、様々なニーズに応えるワンストップサービスの拠点化を目指す

■ 障がい者福祉事業
・障害者福祉センターの利用者への適切な支援が図れるよう関係機関や他の事業所と連携を進める

■ 児童福祉事業
・子育て世帯の支援と児童の健全育成を進める

■ 母子寡婦福祉事業
・福祉制度等の情報提供の機会を増やし、母子・父子並びに寡婦福祉の向上に努める

■ 援護事業
・関係機関と連携し、生活困窮世帯へ包括的な自立の援助を行っていく

■ 福祉資金貸付事業
・世帯訪問の積極的な実施による生活実態の把握と関係機関との連携した課題解決の支援に努める

■ 共同募金事業
・配分事業の内容について調査・研究し、有機的な配分になるように努める

■ 居宅介護等事業
・組織体制や指揮命令系統の見直しを進め、質の高いサービスを提供する
・利用者の立場によるサービス計画、関係機関との連絡調整を進める

■ 施設管理運営
・公共施設（指定管理施設）の適正な管理運営に努める
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収 入
675,919

会費収入 7,509（1.1%）

寄付金収入
1,427（0.2%）

経常経費補助金収入
130,398
（19.2%）

受託金収入
301,510
（44.4%）

貸付事業収入
100（0.1%）

事業収入
3,096（0.5%）

負担金収入
43,008
（6.4%）

介護保険事業収入
94,731
（14.0%）

介護保険事業収入
94,731
（14.0%）

障害福祉サービス等事業収入
5,202（0.8%）

受取利息配当金収入
47（0.1%）

その他の収入
3,000（0.4%）

積立資金取崩収入
25,701（3.8%）

事業区分間繰入金収入 120（0.1%）

拠点区分間繰入金収入 6,525（1.0%）
サービス区分間繰入金収入 24,926（3.7%）

前期末支払資金残高
19,010（2.8%）

その他の活動による収入 9,609（1.4%）

令和２年度  資金収支予算
■ 収支予算

収　入
収入の部 単位：千円

支出の部 単位：千円
支　出

単位（千円）
勘定科目 金　額

1 会費収入 7,509
2 寄付金収入 1,427
3 経常経費補助金収入 130,398
4 受託金収入 301,510
5 貸付事業収入 100
6 事業収入 3,096
7 負担金収入 43,008
8 介護保険事業収入 94,731
9 障害福祉サービス等事業収入 5,202
10 受取利息配当金収入 47
11 その他の収入 3,000
12 積立資金取崩収入 25,701
13 事業区分間繰入金収入 120
14 拠点区分間繰入金収入 6,525
15 サービス区分間繰入金収入 24,926
16 その他の活動による収入 9,609
17 前期末支払資金残高 19,010

合　計 675,919

単位（千円）
勘定科目 金　額

1 人件費支出 422,025
2 事業費支出 111,374
3 事務費支出 47,160
4 貸付事業等支出 200
5 共同募金配分金事業費 5,117
6 助成金支出 8,411
7 支払利息支出 433
8 固定資産取得支出 13,691
9 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,651
10 積立資産支出 15,019
11 事業区分間繰入金支出 120
12 拠点区分間繰入金支出 6,525
13 サービス区分間繰入金支出 24,926
14 その他の活動による支出 12,166
15 予備費支出 7,101

合　計 675,919

拠点区分間繰入金支出 6,525（1.0%）拠点区分間繰入金支出 6,525（1.0%）

支 出
675,919

人件費支出
422,025
（62.3%）

事業費支出
111,374
（16.4%）

予備費支出 7,101（1.1%）予備費支出 7,101（1.1%）

その他の活動による支出
12,166（1.8%）
その他の活動による支出
12,166（1.8%）

サービス区分間繰入金支出
24,926（3.7%）
サービス区分間繰入金支出
24,926（3.7%）

事務費支出
47,160
（7.0%）

貸付事業等支出
200（0.1%）

貸付事業等支出
200（0.1%）

共同募金配分金事業費
5,117（0.8%）

共同募金配分金事業費
5,117（0.8%）

助成金支出 8,411（1.2%）助成金支出 8,411（1.2%）

支払利息支出 433（0.1%）支払利息支出 433（0.1%）

固定資産取得支出
13,691（2.0%）

固定資産取得支出
13,691（2.0%）

ファイナンス・リース債務の返済支出
1,651（0.2%）

ファイナンス・リース債務の返済支出
1,651（0.2%）

積立資産支出 15,019（2.2%）積立資産支出 15,019（2.2%）
事業区分間繰入金支出 120（0.1%）事業区分間繰入金支出 120（0.1%）
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令和元年度  事業報告・収支決算
■ 令和元年度　事業報告
【法人運営事業拠点】
 法人運営 
理事会・評議員会等の適宜開催
理事専門部会の適宜開催
社協だより・ホームページによる情報発信
近隣社協との連携　　　など

 地域福祉事業 
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談事業
入れ歯リサイクル事業
日常生活自立支援事業
貸出事業【軽スポーツ用具・福祉体験用具】
地域福祉活動計画の策定　　　など

 ボランティア育成支援事業 
ボランティア養成講座
善意銀行
ボランティアの調整並びに橋渡し
ボランティア団体等への支援　　　など

 在宅高齢者支援機関運営事業 
在宅高齢者への実態把握支援等

 在宅福祉事業 
安心支援事業
配食サービス事業
訪問理容サービス事業
福祉車両貸出事業
日常生活用具貸出事業
家族介護者交流事業（リフレッシュサロン）

 高齢者福祉事業 
地域包括支援センター事業
敬老旅行
敬老行事地区事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
介護予防教室（サロン）事業
ひとり暮らし高齢者交流事業
生活支援コーディネート事業
老人クラブ連合会への活動支援

 障がい者福祉事業 
手話言語普及推進事業
障害者意思疎通支援奉仕員養成事業
心身障害者療育訓練事業
視覚障がい者等録音テープ貸出事業
障がい者団体への活動支援

 法外援護事業 
法外援護費支給事業
行路人貸付事業

 母子寡婦福祉事業 
若年ひとり親家庭組織化活動
若年ひとり親家庭の集い
親子ふれあい交流事業活動支援
母子寡婦会活動支援

 援護事業 
生活困窮者自立支援事業
戦没者遺族援護事業
戦没者追悼式への協力
交通遺児就学援助金給付事業
遺族の会への活動支援

 福祉資金貸付事業 
生活福祉資金貸付事業
小口生活資金貸付事業

 共同募金事業 
一般募金運動事業への協力
一般募金配分金事業
歳末たすけあい募金運動事業

【学童クラブ事業拠点】
 施設管理・児童福祉事業 
親老児童館
笠懸東学童クラブ
児童健全育成活動
地域子育てサロン
学童・生徒の福祉教育活動推進事業

【高齢者福祉施設事業拠点】
 施設管理運営事業 
老人福祉センター
高齢者生活福祉センター

【介護サービス事業拠点】
 居宅介護等事業 
居宅介護支援事業
要介護認定調査業務
訪問介護事業
通所介護事業
総合事業　　　　など

 障害者居宅事業 
居宅介護事業

【福祉基金拠点】
 福祉基金事業 

【障害者福祉サービス事業拠点】
 施設管理・障がい者福祉事業 
障害者福祉センター
相談支援事業所
つばさまつり
福祉パレードへの協力
障がい者喫茶「ぺちゃくちゃ」の運営支援

【福祉施設運営事業拠点】
 施設管理運営事業 
厚生会館
温泉施設かたくりの湯（温泉スタンド管理含む）
老人憩の家

■ 令和元年度　収支決算
収 入 単位：円 支 出 単位：円

総額
593,626,151

総額
557,646,604

経常経費補助金収入
121,470,662
（20.4％）

寄付金収入 853,602（0.1％）
会費収入 7,509,000（1.3％）

受託金収入
268,275,407
（45.1％）貸付事業収入 97,000（0.1％）

負担金収入
38,506,986（6.5％）

介護保険事業収入
96,780,935
（16.2％）

事業収入 2,985,862（0.5％）

障害福祉サービス等事業収入
5,969,090（1.0％）

受取利息配当金収入 14,146（0.1％）

積立資金取崩収入 16,363,337（2.8％）

その他の収入 1,145,794（0.2％）

前期末支払資金残高 33,654,330（5.7％）
福祉施設運営事業拠点
69,500,676（12.5％）

学童クラブ
事業拠点
68,486,208
（12.3％）

障害者福祉サービス事業拠点
58,413,119（10.5％）

介護サービス
事業拠点
86,992,804
（15.5％）

高齢者福祉施設事業拠点
31,519,863（5.7％）

法人運営事業拠点
242,166,198
（43.4％）

福祉基金拠点
567,736（0.1％）

社協だより　第55号（4）



　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯に対して、生活福祉資金貸付制度の
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を行っています。

＜貸付手続きの流れ＞
　みどり市社協が相談窓口で、群馬県社協が審査・貸付決定・送金を行います。

緊急小口資金 総合支援資金
　新型コロナウイルス感染症の影響による休業等
により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維
持のための貸付を必要とする世帯

 必要書類　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
①借入申込書
②重要事項説明書
③借用書
④収入減少の申立書
⑤本人確認書類（運転免許証等）のコピー
⑥世帯全員の住民票（※コピー不可）
⑦通帳等振込口座を確認できる書類のコピー

■貸付上限額　20万円以内
■貸付金交付　申請受付から１週間程度
■据 置 期 間　１年以内
■償 還 期 間　２年以内（24回以内）
■利　　　子　無利子

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入減
少や失業等により、生活に困窮し、日常生活の維持
が困難な世帯

 必要書類　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
①借入申込書
②借用書
③収入減少の申立書
④本人確認書類（運転免許証等）のコピー
⑤世帯全員の住民票（※コピー不可）
⑥通帳等振込口座を確認できる書類のコピー

■貸付上限額 二人以上世帯　月額20万円以内
　　　　　　　単 身 世 帯　月額15万円以内
■貸付金交付　申請受付から最短で３週間程度
■据 置 期 間　１年以内
■償 還 期 間　10年以内（120回以内）
■利　　　子　無利子

※緊急小口資金を優先的に利用することになっていますので、最初は緊急小口資金を検討してください。
　総合支援資金の申し込みを検討の場合は一度相談してください。

  重 要　　※申し込みにあたって
①各世帯いずれかの資金も１回のみ申し込みができます。
②新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申し込みをお願いします。
　※不備があると時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は連絡のうえ窓口までお越しください。
　　受付時間　月曜日から金曜日（祝日を除く）の９：30～16：00
③申し込みに必要な書類は、群馬県社協のホームページからダウンロードするか、市役所各庁舎の住民
票を発行する窓口及び社協本・支所に用意してあります。
④住民票は、世帯全員が記載されているものを取得してください。
（住民票コード・個人番号は必要ありませんので、載っていないものを準備ください。）
⑤審査により、貸付を行わないことがあります。

重 要 　

相談者 みどり市社協

社 協

群馬県社協

申 込申 込

相談支援相談支援

審査・貸付決定・送金審査・貸付決定・送金

送 付送 付
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‼‼
…介護予防教室…

新型コロナウイルス感染拡大防止により、行事の中止や外出の自粛等で運動不足になってい
ませんか。ひとりでも出来る簡単な体操を紹介します。

ちょこっとでも、毎日続けることが大事です。
その日の体調で、ムリのない回数を行いましょう。

足腰きたえて、元気‼元気‼な毎日を。

年をとったので足腰が弱ってきたのは仕方がないとあきらめていませんか。足腰の衰えは日
常の運動不足が大きな原因といわれています。筋力づくりに手遅れはありません。今日からさっ
そく始めましょう。

　ふらつきを防ぐ、歩くときなどに必要な筋力がアップ。

① ３秒かけてゆっくりつま先で立つ。

② そのままの姿勢で１秒数える。

③ ３秒かけてゆっくりかかとをおろす。

　歩くとき、足をあげるときなどに必要な筋力がアップ。

① 腰を動かさずに、ひざを胸のほうへ３秒かけてゆっくり近づける。

② そのままの姿勢で１秒数える。

③ ３秒かけてゆっくり足をおろす。

　つまずきを防ぐ、立ち上がるときなどに必要な筋力がアップ。

① 深く座り、つま先を床につけ両手は太ももの上か、
　 イスをしっかりつかむ。

② ３秒かけてゆっくりひざを伸ばし、つま先を上に向けた姿勢で
　 １～２秒数える。

③ ３秒かけてゆっくり足をおろす。

社協だより　第55号（6）



　新型コロナウイルスの影響により休館中だった以下の施設について、開館状況をお知らせします。

■ 笠懸老人憩の家　　当面の間  休館
■ 大間々老人憩の家　11：00～18：00
■ かたくりの湯　　　10：00～21：00
■ 厚生会館　　　　　 ９：00～22：00

※日・祝は９：00～17：00

■ 老人福祉センター　 ９：00～16：00
※開館日や開館時間については、今後の状況により変更となる場合があります。

 施設の利用にあたって
みなさんには検温、手洗い、咳エチケット、マスクの着用、密集しないなどの
お願いをしております。
ご理解とご協力をお願いします。

　例年、実施している以下の事業につきまして、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から中止することといたします。

●夏休み小中学生ボランティア体験スクール
●手話体験教室
●手話講習会（基礎編・入門編・ステップアップ講座）
●みどり市母子寡婦会　親子ふれあい交流事業
●介護予防教室（９月末まで）
●敬老旅行
●心身障害者療育訓練

新型コロナウイルスに感染しないために取り組みましょう新型コロナウイルスに感染しないために取り組みましょう
密閉、密集、接触
を避ける

咳エチケット

マスクの着用

部屋の換気

検　温

十分な休養

手洗い

不要不急の
外出を避ける

　感染拡大防止のため、当面の間は一部利
用を制限させていただきます。
　詳しくは、みどり市社協へ問い合わせい
ただくか、ホームページを確認ください。
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善意銀行善意銀行

お寄せいただいた善意は、みなさんの趣意に添って市内の福祉事業や各種福祉施設で
活用させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

あたたかい ありがとうございますあたたかい ありがとうございます

善意銀行への寄贈は各支所でも受け付けております。　◆大間々支所 72－4054　◆東支所 97－2828

〜
２
６

17
５

令和２年

令和２年

月
月

日
日

○寄贈金品の払い出しの報告○
　寄贈いただいた物品は、地域の中で展開されている介護サー
ビスや介護予防事業等に一部払い出し、活用いたしました。

醤油やお酒等の大きめなキャップや
金属製のキャップ

濡れていたり、泥・虫等が付いて
汚れが激しいもの

については、回収をお断りする場合もあります。
また、キャップ・プルタブ・切手は、混ざること
のないよう、必ず別の袋や容器に入れてくださ
るようご協力をお願いいたします。

ボランティア連絡協議会と有志の方々による選別作業の後
エコキャップは

現在 10,017,750個 です
8,209人分のポリオワクチンになります！！

プルトップは
現在 468.2㎏です

あと1131.8㎏で車椅子１台と交換されます

善意銀行への寄贈は本所の他、各支所でも受け付けています。　◆大間々支所 72－4054　◆東支所 97－2828

【お詫び】前回の社協だより第 54 号６ページの善意銀行に掲載いたしましたお名前に下記のとおり間違いがありましたので訂正し、謹んでお
詫び申し上げます。×金子隼人→〇金子隼士

金銭の部
・笠懸老人憩の家募金箱 10,029円
・笠懸町第8区福祉部  2,300円
・匿名 1,250円
・匿名 　500円

・匿名 2,000円
・匿名 5,535円
・匿名 44,750円

ペットボトルキャップ・プルタブ・使用済切手・使用済カード・ベルマーク・その他
・阿部和子
・新井里乃
・新井モト子
・飯塚蒼空・蒼輔
・井野口宙・遥・爽
・今泉茂子
・今泉輝子
・江森堅治
・大塚武男
・大橋寿之
・大豆生田世成
・小野里晶子
・柏谷繁貴
・金井善司
・金山鶴洙
・金子奄子
・金子喜久江
・金子文子
・鏑木富江
・鏑木保輝
・川上ゆりな・まゆか
・川﨑元子
・木村喜代子
・木村まゆみ

・久保塚みどり
・桒原政市
・小池康喜
・小池莉梛
・小林
・小山壽枝
・鈴木静江
・鈴木秀哉
・直公乃
・関久美子
・千葉麗子
・津島大輝
・土谷芳治
・冨場由美子
・長澤ナツ子
・中村米子
・中山裕基・拓海
　　　友花・喜望
・橋本水晶
・日野和子
・平塚洋子
・藤原蒼真
・星野たま子
・堀内彩佳

・松井洋子
・松島みどり
・松原来輝希
・丸山ひで子
・宮田善一
・茂木久美子
・山中富夫
・渡邉那智・甲斐
・あざみん家従業員一同
・大間々10区福祉部
・大間々7区婦人部
・大間々7区寿会女性部
・大間々中学校
・小平の里
・笠懸北小学校
・笠懸中学校生徒会
・笠懸図書館
・笠懸町9区グラウンドゴルフ部
・笠懸町婦人会
・笠懸ライオンズクラブ
・㈱大間々ゴルフ倶楽部
・㈱上州
・共進安全㈱
・健康体操部

・更女大間々
・弘知
・さわやかクラブ
・しのはら接骨院
・清水水道
・社会福祉法人あざ美会エコー
・手話愛好会
・旬菜食酒味彩
・シルバー気功太極拳
・シルバー人材センター東支所
・勢多郡東村土地改良区
・善昌寺
・ナナサワ保険
・日望会グループ労働組合
・はーとふるチハヤ
・福岡中央小JRC委員会
・ボランティアグループすみれ会
・みどり市役所社会福祉課
・美幸会
・㈲竹内自動車
・匿名 18名

その他物品
・冨場由美子
　　断熱シート2本、箸置き1組、折りたたみメッシュ、下着3点、バッグ4点、
　　携帯電話ケース、文具4点、ポンチョ1点、シャツ1点、
　　紙オムツ・紙パッド多数
・笠懸町婦人会 手作りマスク59枚
・㈲昌藤 洗えるエチケットマスク515枚
・笠懸ライオンズクラブ タオル220枚、石鹸・洗剤多数、次亜塩素酸水50本
・新井モト子 タオル70枚
・匿名 消毒液2ℓ
・匿名 バスタオル2枚、下着10点、アームカバー5枚、便せん5冊、封筒10セット

笠懸ライオンズクラブ

社協だより　第55号（8）



共同募金配分申請を受け付けます共同募金配分申請を受け付けます（令和３年度事業）（令和３年度事業）
　共同募金会みどり市支会では、令和２年度の「赤い羽根共同募金」を財源として、以下の通り地域配分の
申請受付を行います。詳細については、事務局まで問い合わせください。

受 付 期 間 ７月１日（水）～７月 31日（金）

配 分 対 象
①市内の子育て支援サービスを実施する予定の認可保育園、認定こども園、学童保育所、
こども食堂
②市内の障がい児・者への支援を目的とした事業を実施予定の地域活動支援センター

限 度 額 １施設１事業 10万円以下
申 請 方 法 所定の申請書（データ提供可能）に必要書類を添えて事務局まで提出ください
事 務 局 共同募金会みどり市支会　76－4111

●各種義援金の受付●
　現在以下の義援金を、窓口で受け付けています。義援金は群馬県共同募金会を通じて各被災地の共同募金
会へ送られ、被災地の復興と被災者の支援に役立てられます。詳細については、みどり市社協のホームペー
ジを確認ください。
<現在受付を行っている義援金>

名　　称 受付期限

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 令和２年８月31日
令和元年台風19号災害義援金
　宮城県、長野県、福島県の各共同募金会と中央共同募金会 令和３年３月31日

平成28年熊本地震義援金 令和３年３月31日
平成30年豪雨災害義援金
　岡山県、愛媛県、広島県の各共同募金会 令和３年６月30日

共同募金会みどり市支会からのお知らせ

テレビ等の寄贈がありましたテレビ等の寄贈がありました
みどり市社協ではこの度、群馬テレビ愛の募金実行委員会（委員長：

武井和夫）様より、55型４K液晶テレビ、ブルーレイレコーダー、ディ
スプレイスタンド一式の寄贈がありました。
寄贈品の一式はみどり市障害者福祉センターつばさに設置し、障
がい者の日中活動の支援などで活用しています。

「群馬テレビ愛の募金」は、活動に賛同いただいた県民の皆様か
らの寄付をもとに、福祉活動の一助として福祉施設等に乗用車や
テレビ等を寄贈されています。

このコーナーは、桐生市社会福祉協議会からのお知らせを掲載しています。
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生活・福祉・金銭・家庭の問題など生活の中でのあらゆる悩みごとや心配
ごとについて相談に応じます。気軽に相談してください。

○笠　懸 (みどり市社会福祉協議会 本所)
　みどり市笠懸町鹿250番地（みどり市笠懸老人憩の家）
TEL：0277－76－4111　FAX：0277－76－2828

○大間々 (みどり市社会福祉協議会 大間々支所)
　みどり市大間々町桐原81番地2（みどり市立厚生会館）
TEL：0277－72－4054　FAX：0277－72－4082

○　東　 (みどり市社会福祉協議会 東支所)
みどり市東町花輪114番地3（みどり市高齢者生活福祉センター）
TEL：0277－97－2828　FAX：0277－97－3738

弁護士無料相談弁護士無料相談

心 配 ご と 相 談心 配 ご と 相 談

6日(月)
10日(金)
15日(水)
27日(月)
5日(水)
11日(火)
18日(火)
25日(火)
7日(月)
10日(木)
15日(火)
25日(金)

笠懸
東
大間々
笠懸
笠懸
東
大間々
笠懸
笠懸
東
大間々
笠懸

○
○

○

○

○

○

9:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
9:00～15:00
9:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00
9:00～15:00
9:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00
9:00～15:00

７月

８月

９月

期　日 会　場 時　間 弁護士相談 会場・問合せ先

左記の日程の13:00～15:00になります（要予約）

広報紙等の朗読テープを貸出しています。希望される人はみどり市社協まで問い合わせください。

社協だよりの　　              　は しばらくお休みさせていただきます

次号（第56号）は令和２年9月発行予定です（年４回発行）
＊本紙では、障がいのある人の人権をより尊重するため、法令や固有名称等を除いて「障害」ではなく、「障がい」と表記しています。

クイズに挑戦!!クイズに挑戦!!

◆みどり市社協だよりについての感想・問い合わせは … ■ 〒379－2313　群馬県みどり市笠懸町鹿250番地
■ TEL.（0277）76－4111　　FAX.（0277）76－2828
■ ホームページ　http://md-shakyo.jp/
■ メールアドレス　base-office＠midori-shakyo.or.jp社会福祉法人みどり市社会福祉協議会

次号のお知らせ

 デイサービスセンター東登録介護員 
■就業場所　デイサービスセンター東（みどり市東町花輪114－3）
■仕事内容　利用者の介護、送迎業務等
■資　　格　介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等の資格のある人優遇
　　　　　　※資格がなくても高齢者との関わりが好きで意欲のある人
■時　　間　月曜日～土曜日　８：30～17：00（週３日程度）
　　　　　　勤務時間、勤務日数等は相談してください。

 学童支援員 
■就業場所　みどり市第１親老児童館（みどり市笠懸町鹿4636－1）
■仕事内容　学童保育業務及び子育てサロン業務
■資　　格　保育士、幼稚園、学校教諭免許等資格のある人優遇
　　　　　　※資格がなくても子どもとの関わりが好きで意欲のある人
■時　　間　月曜日～金曜日　13：30～18：45
　　　　　　土曜日・長期休み保育　８：00～18：45の間の８時間
■休　　日　土曜日（月２・３回）・日曜日・祝日・年末年始

みどり市社協では、一緒に働くスタッフを募集しています。詳しくは問い合わせください。
■問合せ先　みどり市社協 76－4111
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